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総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 

（第３１回会合） 

 

日時 令和２年７月１日（水）14：59～16：58 

場所 経済産業省 別館３階312会議室 

 

１．開会 

 

○田中資源エネルギー庁参事 

 それでは、定刻になりましたので、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会を開催したいと

思います。 

 私、経済産業省の田中と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 ちょっと白石分科会長が道路状況の関係により 10 分ほど遅れられるということですので、冒

頭資料説明を先に進めさせていただいて、後に白石分科会長に司会のほうをお願いしたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の分科会ですけれども、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオンラインで参加さ

れる委員がいらっしゃいます。及び議事の公開ですが、本日の会議はユーチューブの経産省チャ

ンネルで生放送させていただきたいと思います。御了承いただければと思います。 

 それでは、委員の交代の紹介に移りたいと思います。前回の分科会から委員の交代がありまし

たので御紹介をさせていただきます。 

 まずは総合資源エネルギー調査会長及び基本政策分科会長をされておりました榊原委員より辞

任の申出があり、皆さんにも御相談を差し上げた上で投票を行いましたところ、新たに熊本県立

大学理事長の白石隆先生、委員が総合資源エネルギー調査会長及び基本政策分科会長に就任され

ました。白石会長からは到着され次第、御挨拶をいただこうと思います。 

 それから、新しく委員になられた方がほかに３名いらっしゃいます。 

 まず、白石分科会長の後任として、資源燃料分科会長に就任された隅委員が参加いただいてお

ります。 

 それから、中上委員の後任として田辺委員が参加いただいております。ネットでの参加をいた

だいております。それから、省エネルギー小委員長に就任いただく方向で調整を進めてございま

す。 

 それと新任として翁委員が就任をされておりますが、本日は御欠席ということでございます。 
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 それでは、恐縮でございますけれども、簡単に一言ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。 

 まずは隅委員、よろしくお願いいたします。 

○隅委員 

 御紹介いただきました隅でございます。マスクを外さないと顔が分からないものですから、最

初の挨拶だけちょっとマスクを取らせていただきました。 

 今回、基本政策分科会の委員に任命いただきまして大変緊張しておりますけれども、私は損害

保険業界で今まで資源エネルギー関連につきましては需要サイド、供給サイド両方のリスクの面

から携わってまいりました。そして、一昨年になりますけれども、一昨年から昨年にかけまして

政府のパリ協定の長期成長戦略懇談会、このメンバーとして参加いたしまして提言を出しており

ます。このように気候変動、または地政学リスクが非常に不安定な中で、我が国をめぐる環境も

非常に厳しいわけでございますけれども、この分科会の役割もますます重くなっていくと思いま

す。私も委員として役割を全うしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（拍手） 

○田中資源エネルギー庁参事 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして田辺委員、よろしくお願いいたします。 

○田辺委員 

 田辺でございます。早稲田大学の建築学科におります。今日、画像が見えなくて申し訳ござい

ません。住宅建築物の環境性能ですとかエネルギーが専門でございますけれども、広くエネルギ

ー事業や環境対策に関心を持っております。大変光栄な分科会に入れていただきまして、今後と

もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。（拍手） 

○田中資源エネルギー庁参事 

 ありがとうございました。 

 

２．議事 

 エネルギー政策の方向性 

 

○田中資源エネルギー庁参事 

 それでは、早速議事に入らさせていただこうと思います。 

 昨年８月に本分科会で資源エネルギー安全保障戦略及び再生可能エネルギー主力電源化、持続

可能な電力システムについて御議論を頂戴し、レジリエンス強化や再生可能エネルギーの主力電
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源化に向けたエネルギー供給強靱化法が国会に提出をされまして、先月無事成立いたしました。

他方で足元では新型コロナウイルス感染症の拡大が世界的に広がっております。また、欧州はじ

めこうしたコロナ対策を再生可能エネルギー等への投資に振り向けるいわゆるグリーンリカバリ

ーの動きも広がっております。エネルギー政策を考える上で、こうした動きをどのように取り入

れるべきかも重要な論点になります。また、来年はエネルギー基本計画の検討を開始する時期と

なっております。そうした検討に向けエネルギー政策の大きな方向性に対する示唆も本日の御議

論でいただければというふうに思ってございます。 

 それでは事務局、私のほうからお手元の資料、パワーポイントの横の資料でございますけれど

も、御説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元ｉＰａｄがございますでしょうか。そちらのほうで開いていただければと思います。３

ポツ本体資料という資料でございます。タイトル、エネルギー情勢の現状と課題とございますけ

れども、全体１、２、３というふうに分けさせていただいております。 

 まずは１ポツで昨年来のエネルギーの情勢の流れの確認。２ポツでは、及び今年に入ってから

のコロナを起因とするエネルギー情勢の変化について。３ポツについては、こういった動きを踏

まえながら今後の議論、課題と方向性について整理をさせていただいております。 

 早速でございますけれども、まず１ポツでございますが、直近の検討状況というところで４ペ

ージを御覧ください。エネルギーミックスの進捗というふうに書かせていただいております。エ

ネルギー政策については３Ｅを政策目標としております。現在の目標としては 2013 年度を起点

として、３つのＥ、すなわちＣＯ２の削減、それとコストの抑制、及び自給率の向上というこの

３つを指標で見ておりますけれども、2013 年度に比較しますと 2030 年度はいずれも改善をして

いる状況ということでございます。 

 他方で５ページを御覧いただきますと、近年のエネルギーに関わる出来事ということで、大き

く３つ掲げさせていただいております。 

 １つは自然災害でありますけれども、これは御記憶に新しいと思いますけれども、北海道での

ブラックアウト及び昨年は台風によって送電線が破損して長期間停電になるといった事態が起き

てございます。こういったことに対して国内の安定供給確保のためのインフラ強靱化の要請が非

常に高まっているという情勢がございます。 

 ２つ目としましては、地政学的リスクということで、中東情勢の緊迫化という情勢がございま

す。こういった中で、燃料調達の強化、エネルギー源の多様化、自給率向上というのはさらなる

取組が求められてございます。 

 もう一点が気候変動の関係が中心になりますが、パリ協定への動きということでございます。
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長期戦略というものを昨年策定してございますけれども、さらなる地球規模でのＣＯ２削減取組

に対して日本がどのように貢献できるのかということが問われているということでございます。 

 こうしたことを踏まえて６ページを御覧いただきますと、昨年来、複数の分科会、小委員会に

おいて、この３つの論点を議論を重ねてまいりました。その結果を次のページを御覧いただきま

すと７ページでございますけれども、エネルギー供給強靱化法という形で複数の法律を束ねて改

正をする大改正に取り組ませていただいてございます。かいつまんで御説明をいたしますと、複

数の法律、電気事業法、再エネ特措法、ＪＯＧＭＥＣ法の改正に取り組んでございます。 

 １つ目の電気事業法につきましては１、２、３、４とございますが、大きく分けて１つは災害

時の事業者間連携を図るということで、連携計画の策定を義務づける、あるいはそういった取組

を行う中でのデータの有効活用、連携といったところを進めていくという取組が１つ。 

 ２つ目は送配電網の強靱化ということで、これはプッシュ型、すなわち全体で計画を立てて効

率的に送電線の整備計画を実行していくというフレームを法律の中でつくりました。また、その

投資に対する回収というところで、効率化を織り交ぜながらの回収、すなわち収入上限を設けて

レベニューキャップ制度というものを新たに導入をして、投資回収ができるようにしつつ効率化

を働かせるという改正を行ってございます。 

 ３点目が分散型電力システムへの対応ということでございます。１つは配電事業ライセンスと

いう新しい事業ライセンスをつくることによって、分散型電源が大量に入ってくるという実情に

応じた配電事業というものが活性化するように新たなライセンスをつくってございます。また、

それに伴って分散型電源を束ねるアグリゲーター等の新たなライセンスも導入をしているという

状況でございます。 

 それから２点目でございますけれども、再エネ特措法でございますが、こちらにつきましては

（２）のところがございますが、これまでＦＩＴ制度という制度を施行してきて一定の成果を上

げているというところでございますけれども、新たにマチュリティに応じてでございますけれど

も、市場でも戦えるようになってきたものについてはＦＩＰ制度という新たな市場連動型の制度

を導入をしたというのが１点目。 

 それから、これは系統整備、先ほども系統整備の話はいたしましたけれども、特に連系線等の

重要なインフラについては賦課金を入れることによって全国でこれを支えるという制度も導入し

たということ。 

 それから太陽光発電については、廃棄費用を事前に外部に積み立てるというような改正も行っ

てございます。 

 ３点目、ＪＯＧＭＥＣ法でございますが、こちらは先ほど申し上げた地政学的リスクの対応と
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いうことでございまして、政治的な…… 

 今、分科会長、到着されました。今、資料の御説明をさせていただきまして、これ終了しまし

たら御挨拶をいただこうと思います。 

 ＪＯＧＭＥＣ法の改正におきまして発電用の燃料の調達というところをＢ to Ｂで難しくなっ

たときにＧ to Ｇで調達ができるようにするといった改正、及びこれは権益といいますが、上流

権益だけに限らずサプライチェーン全体での、ある意味ボトルネックを解消するために様々な重

要インフラに対してもこれを出資業務等の対象に追加をしたという改正をいたしてございます。 

 こういった取組によって、昨年来いただいていた宿題を１つ法改正という形で処置をしたとい

うことでございます。 

 他方で、今後のエネルギー政策の議論の中でこれまでのエネルギーの政策の流れを御覧いただ

きますと、これが８ページになりますが、エネルギー基本計画とエネルギーミックスでございま

す。2002年にエネルギー政策基本法が成立して以来、エネルギー基本計画を順次策定をしてきて

ございますけれども、最後に策定をしたのが 2018 年７月ということでございます。これからエ

ネルギー政策基本法においては３年に一度必要に応じて検討を開始をすべしということになって

ございます。 

 ですので、９ページを御覧いただきますと、今後のスケジュールといたしましては来年の夏、

７月ぐらいにエネルギー基本計画の見直し検討の着手期限が到来するというのが１つ大きなスケ

ジュールとなってございます。それから、９ページで御覧いただきますと、2020年３月には未来

投資会議、これは政府全体での成長戦略等を議論する場でございますけれども、この場において

もエネルギー・環境の重要性が議論されておりまして、大所高所の議論をこういった場でもなさ

れるということが決定されてございます。また、３月 30 日には日本のＮＤＣ、国が決定する貢

献といいますけれども、パリ協定に基づく削減目標につきまして 2015 年に一度提出をしていた

ものを 2020 年３月に再度提出をしているという状況でございますけれども、この後でございま

すが 2021年、来年 11月にはＣＯＰ26がイギリスにて開催されるということでございます。本来

これは今年 11 月に開催される予定だったんですけれども、コロナの影響で１年延期になったと

いうことでございまして、来年 11 月に向けて環境についても一層の取組が求められていくとい

う状況になってございます。 

 以上が直近の状況の御報告でございます。 

 続きまして２ポツ、コロナを起因とするエネルギー情勢の変化について御説明をいたします。 

 12ページを御覧ください。こちらは国際機関ＩＭＦやＩＥＡが公表している影響の予測でござ

います。まず上の世界経済ＧＤＰへの影響というところにつきましては、2020年については世界
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全体でマイナス 4.9％という予測になっており、この中では先進国のほうが新興国よりも大きく

へこむであろうという予測になってございます。2021 年以降につきまして、2021 年はプラス

5.4％という予測になっておりまして、これも新興国を中心としてリバウンドをするという見通

しになってございます。こういったものを踏まえながらエネルギー需要はどうなるかという点に

ついてはＩＥＡが公表してございますけれども、これは４月時点のアウトルックだと思いますが、

全体で 2020 年については６％程度のへこみというふうに見てございます。この中でエネルギー

需要の中でも化石燃料の需要についてはより大きくへこむということが予想されております。中

でも原油を御覧いただきますと、特に今、欧州や海外を中心にロックダウン等されてございます

けれども、飛行機が飛んでいないということで航空量については 90％減少しているといったもの

がジェット燃料には大きく響いていたり、あるいは人流と物流で言うと、やはり人流のほうが大

きく影響が出ているので、軽油よりはガソリンが減っているというような状況になってございま

す。2021年以降につきましては、赤字で書かせていただきましたが、需要は一部回復するけれど

も構造変化の可能性、すなわち元には戻らない部分も出てくるであろうということが言われてい

るところでございます。 

 これを 13 ページのほうを御覧いただきますと、影響の部分を整理をしてみたものがこちらで

ございます。 

 まず、消費側への影響につきましては、人流・物流の変化が起こるであろうというところでご

ざいます。これは接触回避あるいは職住不近接といった人々の行動が変わることによって、例え

ば右の影響を御覧いただきますと、需要が集中型から分散型にシフトをしていくであろうと。固

定したオフィスから家庭やシェアオフィスなどに需要が分散していくということで場所が変わっ

ていくと、利用の形が変わっていくということが考えられていると。また、これに伴って人の流

れの仕方も変わってくるであろうということであります。また、人が動かなくなってくることと

の関係で、むしろ電子商取引なんかが本格化をさらにしていくという中で物流の増大といったも

のも考えられてございます。 

 こういった新たな動きというものを考えますと、これまでの延長線上でエネルギーの需要政策

を考えていくということから、その新たな動きに対してこれへの対応をしていかなければいけな

いということから、右側で課題①と書かせていただきましたが、新たな日常生活・企業活動を踏

まえたエネルギーの需要高度化・全体最適化に向けた取組の検討が必要ではないかというのが論

点１点目でございます。 

 それから、もう一つあるのがサプライチェーンの再構築という議論も起こってございます。そ

うした中で例えばコロナへの影響ということから、そういったものを除くためにプロセスの自動
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化をしたいという声も出てきていたり、あるいはサプライチェーン自体を一部を生産をシフトを

して、国内回帰を含めてですけれども、サプライチェーンを再構築するという動きも出てきてご

ざいます。 

 さらには、脱炭素化、グリーンリカバリーという動きもございます。こちらは経済対策という

ものが必要になってきていると。これは内外問わずということだと思いますが、その中で単なる

元に戻すための投資というよりは、そこに世界的な課題であるグリーンなどを混ぜ込んでグリー

ンリカバリーといったような議論が出てきているということ。または、そういったものを新たな

チャンスと考えて、新たな市場シェアを獲得する競争にもなってきているということでございま

す。こうしたハード・ソフトを含めた次の投資、どこに投資をしていくのかといった動きが出て

くる中で、今までどおりの消費というよりはエネルギーの転換・高度化と、すなわち電化や水素

化を含む転換の支援・推進といったところも課題になってくるのではないかということでござい

ます。 

 それから供給側でございますけれども、これはやはり今までの供給構造から大きく変わってい

く可能性が高まっているということから、これはすなわち不確実性も高まっているということで

ございます。このため、不確実性が高まると当然のことながらリスク回避的な行動が生じやすい

ということで、上流であったり下流の部分も含めて投資が減る可能性があると、これが価格の将

来的な乱高下であったり、安定供給に影響してはいけないということから課題③のところでは資

源・燃料の安定的な調達をどのように考えていくかという点。それから安定供給に必要な電源・

ネットワーク・インフラ投資は、これはリスクが高まっていく中、不安定性が高まる中において

も欠かせないということから、こういった投資をどのように計画的に進めていくのか。あるいは

その中でデジタル化をどのように抜本的に進めていくのかということが課題になってございます。 

 もう一つ供給側には、エネルギーの供給側としても脱炭素化が求められているということでご

ざいます。そして、この脱炭素化ができるかどうかということが様々な産業の立地にも影響が出

てくるというような世界になってきてございますので、脱炭素化されたエネルギー供給をさらに

どう進めていくのかというのも大きな課題になってございます。 

 最後、経済安全保障の定着というふうに書いてございますけれども、２つポツがある中で下の

ほうは直接的なコロナの影響、すなわち安定供給上のリスクという中でこういったコンテイジョ

ン、パンデミックも含めて考えるといったことで供給サイトの操業に支障を与えないという意味

でのレジリエンスも追加で考えなければならないし、さらに言えば経済の寸断とかブロック化と

いう懸念もある中で、(準)国産エネルギーの重要性が高まっているという考え方もできようかと

思います。そうした中で、さらに高度化したエネルギーレジリエンスをどう強化していくかとい



 8 

う点も課題に入ってこようかと思います。 

 以上が事務局側で整理をさせていただいた課題ということでございます。 

 ちょっと時間の制約がございますので、14ページ以降は今の論点をサポートする資料を並べさ

せていただいてございますので、14、15、16辺りは人々の生活の変化、テレワークの進展、ある

いは 17 ページは製造業の省人化の進展といったところを載せさせていただいておりますし、19

ページ以降を御覧いただきますと、各エネルギー産業の供給の中で感染拡大防止にどのように取

り組んだかということと、各エネルギー供給にどれぐらいの量的な影響が出ているかというとこ

ろを掲載させていただいておりますので、御覧いただければというふうに思います。 

 それでは、恐縮ですけれども駆け足ですが、こういったものを踏まえて３ポツでございます。

32ページ以降でございますけれども、これからの課題と方向性という点を最後御説明させていた

だこうと思います。 

 32ページは、今申し上げた表を新たに再度、再掲をさせていただいておりますので、この右側

の課題ごとに、それの今後の取組の方向性という仮説を書かせていただいたのが 33 ページ以降

でございます。 

 33ページを御覧いただきますと、まず消費側ということで課題①②のこれまでの取組はどうし

てきたかということですけれども、これはこれまでは省エネ法ですとか省エネ補助金といった形

で、省エネ法においてはまずは機器単位の効率の向上、あるいは事業所単位での事業者単位での

エネルギー効率の改善、原単位の改善ということに取り組んできているということですし、ある

いは機器導入ということについては、機器・設備導入補助、自動車で言えばＣＥＶ補助金といっ

たものをやってきてございますし、次世代のエネルギーということについては水素還元製鉄等の

技術開発の支援というところを精力的にやってきたということでございますが、さらなる今後の

取組の方向性として右側でございます。 

 ３つほどにカテゴリーしてございますけれども、１つ目、需要の高度化でございますが、この

高度化というのは単に減らすだけというよりは、電化や水素化といったエネルギーの転換、すな

わち必ずしも量を減らすだけじゃなくて、より３Ｅにかなったエネルギー源に転換を推進をして

いくというところの重要性が１つ高まっているのではないかということ。それからもう一つのこ

れまでのような省エネについても深掘りと書かせていただいておりますけれども、もちろん日本

のエネルギー効率は世界の中でもトップクラスということでございますが、とはいえグローバル

に見たトップランナー水準に今後もなり得るのかというところをフォワードルッキングにきちん

と考えていくというところが重要になってきているのではないかということでございます。 

 ２つ目は需要の最適化ということで、これまでは需要というものはどちらかというと自由に使
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って供給側がそれに合わせるということでございましたけれども、むしろこうした３Ｅを高度に

達成するためには需要側も全体最適に応じた行動をしていただく、すなわちデマンドレスポンス

等といったものはマーケットメカニズムを通じて実施をしていくという重要性が非常に高まって

いるのではないかということが２点目でございます。 

 それから、３点目でございますが導入支援、こういったところを引き続き必要ということでご

ざいますので、こういったものをどう拡充をしていくのかということ。あるいはこれまでは技術

開発にとどまっていたものをどうやって商用化・普及につなげていくのかという議論が必要にな

ってきていると思います。 

 それから３点目、課題③でございますけれども、資源・燃料については１つは化石燃料はやは

り油価は乱高下してございます。つい最近までは非常にマイナスまでつけるというような事態も

ございましたが、徐々に上げてきてはおりますけれども、まだ低めにございます。この油価の急

落の機会を捉えたとは書いてございますけれども、油価の不安定性も見ながらもこういったもの

の権益の獲得も含めて安定供給のための取組をどう充実をするのか。 

 それから、脱炭素化を進めていくという中で欠かせないのがレアメタルでございますけれども、

レアメタルの安定的な調達をするためには、これもリスクを分散しなければならないということ

から、国際的な協力すなわちどこかに特定の国に握られないという取組をどうしていくのか。及

び有事が起きたときの対応としては備蓄が大事になってきますけれども、備蓄も皆一律にやると

いうよりは、よりリスクの高いものに注力をするということが大事になってくると思います。 

 それから 34 ページを御覧いただきますと、課題④⑤⑥、先ほど申し上げたものに対して、こ

れまでの取組としては、まずは脱炭素化といったようなところについてはＦＩＴによる再エネの

導入拡大を取り組んでまいりました。今回の法改正によってＦＩＰの導入であるとか廃棄処理費

用の積立、及びネットワーク投資の環境整備はいたしました。また、安定供給のために必要な容

量市場の運用及び安全最優先の原子力の再稼働等にも取り組んできているところでございますが、

今後のさらなる方向性を右で整理をさせていただいてございます。 

 まず、電力についてでありますけれども、重要性が高まる（準）国産エネルギーの拡大、すな

わち脱炭素化とセキュリティの観点、この辺が同じダイレクションになってきていると、かぶっ

てきている、その中で再エネや原子力といったものの重要性が高まっているということだと思い

ます。再エネにつきまして、主力電源化の早期実現ということが何よりも重要になってまいりま

す。その中で今回ＦＩＰを導入しましたが、具体的にどの電源をどのように市場に統合促進をし

ていくのかという具体論がこれから求められていくということ。もう一つ大型電源だけではなく

て分散・自家消費型、今回まさに先ほど申し上げたように、需要自体が分散化していくという中
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で、この分散電源をより活用していくということがどのようにやっていくのかというのが重要に

なってまいります。それと大型電源についていうと、太陽光が先行してまいりましたけれども、

ボリュームゾーンをさらに獲得していくためには洋上風力産業の戦略的育成というところも欠か

せないということになってまいります。 

 また、再エネを支えるネットワーク・インフラ、これは計画的なマスタープランをつくれるよ

うにしたということでありますけれども、これを先に具体化していく必要があろうかと思います。 

 それから、原子力についてでございますけれども、これも 20～22％実現ということで、大事な

脱炭素化の選択肢として役割が求められているというふうに考えてございます。その中で再稼働

については再稼働したものについての設備利用率の向上であるとか、40年超運転といったところ

についても議論が必要になってまいります。また、原子力産業イノベーションの実現というとこ

ろで、原子力においてもイノベーションを追求をしていくという技術開発・導入促進に取り組ん

でいくということと共に、原子力産業の維持・強化というところに取り組む必要もあろうかと思

います。それから欠かせないのがバックエンドシステムの確立といったところも着実に前に進め

ていく必要がございます。 

 その他、調整力ですとか供給力の担保、それをどのように脱炭素化していくのか。その技術の

キーポイントとしてはＡＩ、ＩｏＴをどのように使っていくのか、あるいは電力データ、これも

法律によってフレキシブルに使えるようにしましたので、その活用といったものをどう進めてい

くのか。あるいは災害時の連携及び電源ポートフォリオの実現、これはミックスの実現というこ

とになりますけれども、こういったものにどう取り組んでいくかということが今後の議論の中心

になってまいります。 

 それから、電力だけじゃなくて今後脱化石、脱炭素化をしていくためには水素やＣＣＵＳとい

った、これまで技術中心で進めてまいりましたけれども、これらの社会実装の加速というところ

を本格的に視野に入れる必要が出てきているということでございます。 

 そして最後、国民負担と書かせていただきましたが、こういったものをコストを考えずにやっ

てしまうとやはりカーボンリーケージにつながってしまうと、地球全体ではＣＯ２が減らないと

いうことになります。ですので、ちゃんとＣＯ２を減らしながら経済も伸びていくという姿が何

よりも欠かせないということで、トータルの負担の適正化を図る必要があるということでござい

ます。 

 事務局からの御説明は以上でございまして、先ほど白石分科会長が御到着されましたので、白

石会長より御挨拶をお願いしたいというふうに思います。 

○白石分科会長 
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 白石でございます。すみません、しょっぱなから遅刻しまして、申し訳ありません。 

 今エネルギー情勢の現状と課題ということで田中さんの方から説明があるとおり、やはり世界

的に今非常に大きく今回の危機でエネルギー需給は変化しておりますし、それから、グリーンリ

カバリーという形でこの危機を機会として再生エネルギーへの投資を重点化しようという動きも

ございます。それから、もう少し広い世界ステージの観点から申しますと、やはり恐らく1990年

ぐらいから始まったグローバル化の時代というのは、ほぼ大きな転換点に来ていることは間違い

ないと思います。同時に、ただ日本の国内でも先月エネルギー供給強靱化法が成立いたしまして、

やはりエネルギー政策という意味では我々今チャンスに来てるんじゃないかという気もいたしま

すので。来年エネルギー基本計画の検討を開始するということもございますので、今日はぜひ委

員の先生方に大きい視点から方向性を示唆していただけるような議論をしていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、もうよろしいですか。では、早速これから今の田中さんの説明を踏まえて、自由に

御発言いただければと思います。ただ、どうもト書きによりますと一人３分、３分経過のときに

チンと鳴るそうでございますので、大体そのつもりでよろしくお願いします。もうどなたからで

もということで、いかがでしょうか。どうぞ、橘川委員。 

○橘川委員 

 国際大学の橘川です。 

 田中さんの説明、定性的にはほとんど文句ないんですけれども、やはりエネルギー政策で実際

に問題になりそうなところをちゃんとチェックしていかなきゃいけないと思います。４ページで、

順調に進んでいるように見えますが、明らかに一番ネックになっているのは原子力で、今のまま

で 20～22％は達成できないと思います。30 基 80％の稼働という話は無理だと思いますので。34

ページを見てもリプレースが全く出てこないんですが、これでいいのかという議論をちゃんとや

らなきゃいけないと思います。 

 それから、石炭ですけれども、今のエネルギー基本計画だと 60％の自主開発比率だと思ってい

ますが、これが一般炭を商社が売ったことなんかもあって 51％まで下がってきてますけど、これ

をどうするのか。 

 それから、天然ガスですけれども、天然ガスシフトということが言われているんだけれども、

エネ基のとおりいきますと、30年に使う天然ガスの量は 6,200万トンで、現状 8,000万トン輸入

してる国ですから、全然天然ガスシフトになっていないと。ここを一体どうするのか。 

 それから、水素ですけれども、一番重要な第２フェーズの水素発電、電力業界がやる気がない。

これを一体どうするのか。 
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 この辺のことをきっちり詰めないと、いくらいいことを言っても都合が悪くなると数字を変え

てくるというのは、東京都のコロナ対策みたいな感じで、そこのところをちゃんと議論する必要

があるんじゃないかと思います。 

 それから、コロナ以降で強靱化法以降やっぱり世界が大きく変わっているところを見なきゃい

けないと思います。それで、米中のデカップリング。そうなってくると、例えばレアメタル 80％

中国依存というのは新たなホルムズ海峡なので、どうやってインド太平洋戦略の中でエネルギー

資源政策を位置づけ直すのか。あるいはそのシェールですね、日本の資源にとっては非常にプラ

スだったんですけれども、これが今後どうなるか分からなくなっちゃったと。ＬＰガスの世界、

天然ガス、価格安い、あるいはＬＰガス９割アメリカ産になっていた状況が続くのかどうか、そ

の辺のところをきっちり議論しなきゃいけないと思います。 

 以上です。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 では次に、豊田委員、お願いします。 

○豊田委員 

 御説明ありがとうございます。私の方から３点申し上げます。 

 一つは、コロナ危機がもたらしたものへの対応です。御案内のように、経済活動は縮小して、

事業が縮小し、エネルギー価格が下がりました。石油の価格が下がるのみならず、天然ガスの価

格、とりわけＬＮＧのスポット価格が大幅に下がっています。のみならず、電力の卸市場価格も

下がっています。これ全てについて言えるのですが、将来に向けた投資不足が生じるおそれがあ

るということだと思います。 

 午前中の資源燃料部会で石油とガスのお話をさせていただいたのですが、電力市場についても、

日本のみならず、世界中で卸市場価格が下がっています。結果として何が起きるかというと、将

来の投資は進まなくなる。これは石油も天然ガスも同じなのですけれども、電力も全く同じです。

ちょうど四半期ベースで４－６で 10％石油の需要が下がったときに、ガスの市場が８％下がって、

電力の市場は６％～４％下がっています。そ石油、ガスについては、上流投資をＪＯＧＭＥＣに、

少しリードをしていただくようにやっていただく必要があり。電源投資についてもやはり CFD(コ

ントラク・フォー・ディファランス、差別決済方式)ぐらいのことを何か考えないと、しっかり

とした将来の投資が行われないのではないかというのが１点目でございます。 

 ２つ目は、コロナ危機が少し落ち着いてきたら、秋にでも気候変動対策もしっかりやっていた

だく必要があるのではないかという気がします。ＥＵがグリーンリカバリーと言い、ＩＥＡがサ
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ステイナブルリカバリーと言い、日本はどうするのかということだと思います。当面はとにかく

ジョブ対策であるし、生活に困っている方を中心とした支援が不可欠なのは当然です。しかし、、

秋に落ち着いてくれば、日本の場合にはグリーン・アンド・ブルーリカバリーということで、グ

リーンだけじゃなくてブルーもぜひやっていただきたいと思います。グリーンについては、省エ

ネ、再エネ、再エネの場合には恐らくグリッドの拡充というのが一番重要だと思います。価格に

ついてはＦＩＴからＦＩＰへ動いたことによって一つの手当がなされています。グリッドのイク

スパンジョンというのは不可欠のことだと思います。 

 加えて、ブルーですが、化石燃料の脱炭素化です。まさに橘川先生が言われたように、日本は、

この先どうするのかよく見えていません。一つの姿は、石油なりガスなりから出てきた水素、ア

ンモニアを、CCS を使って、ゼロカーボンとし、日本が導入して、それを石炭と混焼してみる、

ガスと混焼してみる、あるいは専焼してみることが重要です。これは、ゼロカーボンの化石燃料

ベースのエネルギーということですので、ここでブルー・リカバリーという言葉が出てくるわけ

です。グリーンリカバリーというと再エネ中心ですが、日本の場合は再エネもやるし、化石燃料

の脱炭素化もやるのですということで、グリーン・アンド・ブルーリカバリーというのをやって

いただいたら良いと思います。 

 今年はＧ20、サウジが主催国で今一生懸命サーキュラー・カーボン・エコノミーという炭素循

環経済という言葉を普及しようとしております。日本はそれにぜひ協力していただいて、産油国

と一緒になってこのグリーン・アンド・ブルーリカバリーを実現していただければと思います。 

 最後に、原子力の再稼働加速化をぜひしていただきたいということです。これは言葉で言うの

は非常に簡単なんですけれども、何をすべきかが重要です。一つ、だんだんだんだん明らかにな

っているのは、日本の規制が必ずしも最適ではないということだと私は思います。欧米の規制と

比べると明らかに過剰な部分が出てきているというふうに思います。皆さん御存じのように、９

基が再稼働して、１基が広島高裁で差止めになって、３基が特別重点施設の設立が間に合わない

から止まっています。したがって、今９基再稼働したのが結果的に５基しか動いていません。そ

のうちもう一、二基重点特別施設の関係で止まる可能性があります。欧米では何をするかという

と、代替措置を導入して、原子炉を停止しないで済ませるのが普通です。日本はこの代替措置の

議論さえも起きなくて、次から次へと止めてしまっています。これは一つの過剰なやり方だろう

というふうに思います。規制というのはＩＡＥＡでは最適でなければいけないといっており、オ

プティマイゼーションという言葉を使っています。まさに規制というのがオプティマムでないと

いけないというわけです。日本の原子力規制というのは飛ばない飛行機をつくっていくことにな

りかねない。飛ばない飛行機というのは安全であるけれども、飛行機としての機能は果たしてい



 14 

ないわけです。 

 本来あるべき規制というのは、安全を確保した上でしっかりと原子力の機能を果たさせること

です。ゼロカーボンで、かつ安全保障にも役立つものを安全に動かすというのが本来の規制の在

り方で、欧米の国々はみんなそれを実現しているわけです、そろそろ日本の規制の在り方も見直

していただく必要があるんじゃないかと思います。よろしくお願いいたします。 

○橘川委員 

 議長、一人３分だったんじゃないんですか。 

○白石分科会長 

 そうです。おっしゃるとおりです。 

○橘川委員 

 そのつもりでしゃべった人が損しないようにしてください。 

○白石分科会長 

 はい、分かりました。 

 では次に、杉本知事、お願いします。 

○杉本委員 

 ありがとうございます。福井県知事の杉本でございます。それでは、私からは３点申し上げま

す。 

 今橘川先生、それから豊田先生からもお話がございました。まず、原子力について、次のエネ

ルギー基本計画、この中で現状においても 2030 年の比率が 20～22％となっていますけれども、

現在の原子力の発電比率は６％、2018年で６％というような状況でございます。これをどうして

いくのか。今日の資料の34ページや64ページには2050年に向けて安全性等に優れた炉を追求す

るという記載もありますけれども、環境省は 2050年に向けてＣＯ２の排出を実質ゼロにしていく、

福井県や全国の自治体がこういったことを目指している。そういう中で原子力の比率をどうして

いくのか、エネルギーミックスをどうしていくのかということをしっかりと考える必要があると

思っております。 

 また、エネルギー基本計画の中で、もんじゅを廃止した状況の下での核燃料サイクルの進め方

ですとか、またＭＯＸ燃料を含めた使用済燃料の処理や処分、新増設・リプレースなどの原子力

の様々な課題を真正面から議論する必要があると思っているところでございます。 

 また、こういった議論の進め方として、以前は「原子力政策大綱」というものがありまして、

例えば「使用済みＭＯＸ燃料の処理施設の方向性」といったようなことも書かれていたわけです

けれども、そういう意味では、今回のエネルギー基本計画の検討や策定に当たりましては、原子
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力の様々な課題の方向性について、別途検討することが必要ではないかと考えているところでご

ざいます。 

 ３つのうちの２点目になります。関西電力の不祥事への対応になります。関西電力の一連の不

祥事につきましては、企業統治の欠如によるものだというふうに考えておりまして、立地地域と

しても大変遺憾に思っているところでございます。この点については昨日私から森本社長に対し

て直接強く申入れを行ったところでございます。国の原子力政策が不透明であることから、原子

力に疑問の目を向けられているわけでございまして、国におかれましては、関西電力を厳しく指

導・監督して、事業者任せにしないで、前面に立って原子力の信頼回復に努めていただきたいと

思います。40年超運転をはじめとして様々な原子力の課題がある中で、しっかりとこうした責任

を果たしていただかなければ、立地地域としては前に進んでいけないという状況にあるというこ

とを肝に銘じていただきたいというふうに思っております。 

 最後になりますけれども、電源三法交付金の確保についてでございます。立地地域につきまし

ては、従来原子力発電所は長期間安定的に運転されるという前提で地域振興策を進めてきたわけ

でございます。国の政策転換によりまして、40年を待たないで廃炉が急激に進行するという状況

でございまして、地域の責任によらない事情によって、想定を超えた電源三法交付金の減少が続

いている、そういう状況でございます。発電所は建設から廃炉までが一つのサイクルでありまし

て、地元では発電所の廃止措置期間中も安全対策ですとか風評対策、産業構造転換などに必要な

財政需要が続いていることから、交付金の額を廃炉前の水準に回復するとともに、期間について

も発電所の完全撤去まで延長するなど、長期的な措置が必要であると考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、次に、Skype出席の工藤委員、お願いします。 

○工藤委員 

ありがとうございます。２点申し上げます。 

 １点目、短中期的対応として、景気対策も兼ねた社会実装につながる技術革新やイノベーショ

ンの支援策についてです。コロナ禍の影響は複雑で、13ページで整理された内容以外にも二次的、

三次的な事象も生じる可能性があります。エネルギー需給に不可逆的な構造変化をもたらすこと

になると思います。ただ、グリーンリカバリーが社会的なキーワードとなっているように、単な

る景気浮揚策ではなく、脱炭素社会、レジリエントな社会の実現を前提とした諸施策を導入する

ことで、滞っていたことが一気に進められる可能性があると思います。 
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 まず始めてみることを念頭に、社会実装につながる技術革新やイノベーションに対する大胆な

支援の検討をお願いしたいと思います。例えば資料でも触れられている水素について、ドイツで

は先月、国家水素戦略を策定し、水素技術で世界１位になるために 90 億ユーロの投資を決定、

また、ガスパイプラインの混入など具体的な使い道を定めています。オーストラリアでも昨年定

めた水素国家戦略に基づいて、国内の水素プロジェクトへの投資を行う３億ドルの水素ファンド

を設立しています。また、コロナ禍以前ではありますが、フランスでは 2011 年から再生可能ガ

スのＦＩＴ制度も導入されており、ガス化への水素注入の実証も進んでいます。水素は現状価格

競争力がなく、政府の後押しがないと社会実装も進みません。各国では社会の構造変化をねらっ

て手が打たれており、日本でもぜひ大規模な投資や電力、ガスのＦＩＴ制度など大量の水素を利

用することで社会実装が実現するような大胆な施策が必要と感じています。 

 ２点目。中長期対応として、エネルギー需給見通しの速やかな見直しについてです。コロナ影

響下による生活様式の変化等に伴うエネルギー需給見通しの不確実性の上昇が自給率の低い日本

にとってゆゆしき問題でありまして、それにより投資が滞ることでさらにリスクは拡大すると思

います。現行のエネルギー需給見通しをできる限り早くにコロナ後の新常態でのあるべき姿に見

直していただいて、リスクの芽を摘んでいく必要があると思います。 

 未来投資会議でのビジョン策定や第６次エネルギー基本計画に向けた議論の早期開始をお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 次に、崎田委員。 

○崎田委員 

 ありがとうございます。盛んにポストコロナのお話が出ています。私自身もやはり環境エネル

ギー分野を暮らしや地域の視点で取り組んできた者として、しっかりと温暖化対策に取り組む大

きなきっかけにしていくというのが大事だと思っています。そういう場合に、やはり今、日本の

産業界や地域社会もＳＤＧｓへの関心とか、金融機関もＥＳＧ投資への関心、いろいろ高まって

いますので、様々なベースはもう出来上がりつつあるというふうに思っています。海洋プラスチ

ック問題も、今日、7月1日からレジ袋有料化がスタートしました。 

大事な日なので一言申し上げましたが。こういうようないろいろな動きが進んできていると思っ

ています。 

 そういう中で私は特に環境エネルギーの分野で３つ大事にしたいなといつも思っているのは、
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温暖化対策を軸にした持続可能な社会づくりにつながること。２番目は、やはり働き方の柔軟性

や地域の暮らしの充実などが今回かなり強調されていますので、分散型電源の発展と地域創生の

本格的な発展、そこが重要だと思います。３番目は、電力の安定供給、ここを大事にしたいと思

っています。 

 その視点からエネルギーのことを具体的に申し上げますと、やはり水素燃料電池の発展と、今

回のエネルギー供給強靱化法の具体化、そして３番目が、原子力の脱炭素化への貢献をしっかり

考える。この３つが大事だと思っておりますが、それをやるときにやはり市民社会を巻き込んで

きちんと情報共有し、信頼を醸成していくという、ここが大変重要なんではないかと私は強調さ

せていただきたいと思います。 

 それに関してそれぞれ１点ずつ申し上げますと。水素燃料電池に関しては、次のエネルギー基

本計画の策定のときにきちんとエネルギーミックスの目標の中に位置づけていただくというのが

大事なことなんではないかなというふうに思っています。なお、私はこれまで水素戦略の会議で

市民社会を巻き込んでと申し上げていましたら、ＮＥＤＯが 2019 年から水素社会実現に向けた

情報発信の調査事業を開始しておられて、それに私も情報などをいただいて関わらせていただい

ていますが、驚くことに、10 代 20 代の方が水素の環境対応に一番関心を高く持っているという

ことがアンケートで出てきております。そこで、今ＳＮＳなど含め広く発信していただいており

ますが、そういうような意味でも、やはりこれからの車とかバスや住宅だけではなく、水素社会

といったときに、電車とか船とか街区や、もっといろいろな身近なものにどういうふうに広がる

のか、具体化させることが重要だと思っています。 

 ２番目の今回のエネルギー供給強靱化法ですが、私は今回これは大規模災害時の事業者の連携

計画のことと、再生可能エネルギーの分散型の発展、この両面に関しては非常に考えられたすば

らしい法案だというふうに感じています。特に実現させる意味で、今後の費用負担や費用徴収に

関わるいろいろなシステムをつくりますと書いてあるんですね、ここをしっかりと社会と情報共

有しながら定着させていただきたいと思っています。 

 最後になります。原子力発電ですけれども。やはり脱炭素社会づくりには大事だと思っており

ますが、やはり事故の際のリスクが大きいものとして社会の反発が強いです。ここをしっかりと

信頼感を得ていく、その作業をもっと見える化することが大事だと思っています。原子力発電施

設の立地だけではなく、事故後の廃炉に関する今の福島での話し合いもそうですし、高レベル放

射性廃棄物の地層処分に適した地域を探す話もそうです。一歩ずつ取り組みは始まっていますが、

今以上にやはり地域社会との連携を見える化しながらいく。そして地域と共に新しい時代をつく

る。そこを明確にしていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 
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○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは次に、今度はSkype出席の伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 

 ありがとうございます。２つ質問があるんですが。今このコロナ禍において、エネルギーとい

うのは非常に環境について厳しく皆さん考えていらっしゃいますけれども、今の状態だからこそ

環境が必ずしも我々身を守るためには守らなければいけないかというと、皮肉なもので、相反し

ている時代に今突入しているような気がします。 

 そこで、質問の一つなんですけれども、以前、ちょっと勉強不足のところもあるんですが、諸

外国は石炭に対して物すごくネガティブな反応があって、石炭を使っている国であったり企業を

廃止したいとかという動きがあったと思うんですが。一方で、日本の技術は非常によくて、さら

にこれから伸びていくであろうインドとかはどうしても石炭を使わないといけないのが現状とい

うことだったと思うんですけれども。その後ほかの国にはどういうアプローチを日本としてやっ

ているのか。例えばコロナのときもそうなんですけれども、最初日本の対応がすごく悪いという

印象があったんですけれども、今となっては、よかったかどうかは別として、ほかの国々に比べ

ると犠牲になっている方々が少なかったと。そういう意味でいつも日本ってどうしてもマイナス

スタートのところなんですけれども、結果上位に上っているケースというのが過去の事例で幾つ

かあると思うんですけれども、この石炭に関してはもう少しアピールできているのかどうかとい

うことの質問。 

 それから、もう一つは、このいろいろなエネルギー基本計画というのは本当に予期せぬ未来に

対して、予知せぬ未来に対して変わっていくものだと思うんですけれども、リスク分散していく

中で、それらをバックアップできる人材というのはどうやって育っているのか、その教育の面か

らエネルギーとかに関わるようなそういう技術者であったり、もしくは技能者というのをしっか

りと育てていかないと、いくらふだん立派な計画を立てておいても実際にそれを動かそうとなっ

たときに人材がいなければ非常に問題になると思うので、その辺はどうお考えなのかという２つ

の質問です。 

 以上です。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。質問につきましては後でまとめてお願いしたいと思います。 

 では次に、隅委員。 

○隅委員 
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 ありがとうございます。私からは３点に絞って申し上げたいと思います。 

 １点目は、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションの取組についてでございます。世界の環

境団体、グリーンの団体からは、我々金融業界も、石炭のみならず、今では石油やガス事業につ

きましても投融資や保険の引受けの停止、いわゆるダイベストメント、これが強く求められるよ

うになっております。また、政府のレベルにおきましても、欧州のみならず、次のアメリカの大

統領選挙の結果によりましては、我が国と価値観を共にする欧州、米州が共に脱炭素社会の移行

を加速して、さらに強い流れとなる可能性があると思っております。我が国は今まで究極的に脱

炭素を実現するにはイノベーションが不可欠であると、これを一貫して主張してきたわけでござ

いますけれども、この点に関しまして、今年１月に内閣府が公表いたしました革新的環境イノベ

ーション戦略ではＣＯ２フリー水素ですとか、革新的原子力技術といった産業分野から農林水産

業まで具体的なメニューがここでは掲げられております。今後 10年間で 30 兆円の研究開発投資

を官民で行うということも触れてはいるわけです。 

 やはり未知の技術にかかるリスクも超長期の投資には民間だけでは負い切れるものではありま

せん。ここは政府がターゲットを絞り込んだ長期の開発方針をしっかり示して、国費を大胆に投

入していただくべきだと思います。先ほど工藤さんもおっしゃっていました。国が方向性を示せ

ば民間投資も活発化し、まさに官民一体でのイノベーションを加速する体制ができます。これら

のイノベーションを実現することで社会の仕組みも変わり、新たな雇用を生み、経済も成長し、

そして今ますます痛んできました国の財政、これにつきましてもポジティブな効果があると思い

ます。安全保障面も踏まえまして、環境エネルギー関連の研究開発に思い切った国費を投入する

意義は大きいと、このように思っております。 

 ２点目は、新興国におけるＣＯ２排出削減への貢献でございます。これも先ほどちょっと伊藤

さんからもお話がありましたけれども。地球全体の視点で見ますと、我が国のＣＯ２排出量は全

体の３.数％でございます。日本は日本としてとことんこれをさらに削減することに取り組むに

いたしましても、エネルギー需要が急速に拡大をしております新興国、ここでいかにＣＯ２の排

出の増加を抑制するか、これが世界、地球全体にとっての決定的な課題になっております。我が

国の産業界は化石燃料の燃焼を高効率でエネルギーに転換する優れた技術、こういったことを持

っております。エネルギーアクセスが限られる国への技術的なサポートにより、世界のＣＯ２削

減に最大の貢献をすることができます。化石燃料や希少資源をめぐる資源外交の観点からも推進

するべきだと思います。 

 最後に簡単に、原子力でございますけれども。これは先ほど皆様からのお話と全く同じでござ

いますけれども、やはりパリ協定の目標達成に向けては原子力の活用が欠かせません。十分な安
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全対策を講じた原発につきましては再稼働を進めていく、これは当然でございますけれども、リ

プレースですとかあるいはＳＭＲなどのような安全性の高い原子力技術、この開発にも真正面か

ら論議をし、取り組んでいく必要があると思います。 

 以上でございます。 

○白石分科会長 

 ありがとうございます。 

 次は、寺島委員。 

○寺島委員 

 幾つか今まで出てなかった議論のアングルから発言させていただきます。 

１点目は、エネルギー問題がエネルギーの需給論ではなくなりつつあるということに注目しな

ければいけないのですね。エネルギー問題の金融化と言っていいかと思いますけれども、エネル

ギー価格の下落の中で、エネルギーをベースにしたハイイールド債というハイリスク・ハイリタ

ーンの金融商品に組み込まれた債権などが、アメリカのシェールガスプロジェクトが、デフォル

トの危機にさらされ始めているなかで、非常に不安定化してきています。そういう中で、エネル

ギーを考えるときの視界として、需給だけではないといいますか、マネーゲーム化していくエネ

ルギーの領域に対する視点というのが必要になってきているというのは、私はまず１点目として

強調しておきたいと思います。 

 ２点目は、3.11から９年たったのですけれども、私、この委員会にずっと参加させていただい

ていて、言い続けたボトムラインなのですが、原子力の技術基盤をどう維持するのか、脱原発に

も原子力の技術基盤が要りますということで、原子力の技術を支える若い原子力工学の専門家と

いうのが、この９年間で急速に空洞化してきたと思います。そのいわゆる基盤をどうするのか。

ＩＡＥＡ等と議論していますと、ロシア、中国の動向等が気になります。そういう中で、原子力

の技術基盤をどう維持するのか、そのためには、人材の育成、専門家というものをどういうふう

に育てていくのかという問題意識が、非常に強く問われてくるといいますか、その局面にあるこ

とを再度確認しておきたいと思います。 

 もう一点、中東情勢リスクというのが今、俎上にのっていましたけれども、私は、米・中２極

と言われていた世界観が大きく米・中ともに傷つく中で、広域アジアにおける日本の主導力とい

いますか、広域アジアのエネルギー戦略に関して、日本が投網をかけていくというか、一つの議

論するプラットフォームをつくっていく、リードしていくというような、そういう問題意識が今

度のエネルギー戦略の中では必要なのではないかというふうに思います。 

 以上です。 
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○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 次は武田委員、お願いします。 

○武田委員 

 ありがとうございます。 

 ６月のエネルギー供給強靱化法の成立は、コロナ禍で非常に大変な中で、事務局におかれまし

てもご対応は極めて困難であったと思いますので、成立に向けた御尽力に心から敬意を表したい

と思います。 

 今日は多くの方からコロナに関する御意見がございました。国際情勢や産業・企業に与える影

響も重要だと思いますが、私は社会の変革とエネルギーの関係について意見を申し上げます。 

 当社では、ウィズ・コロナ、アフターコロナで人々の暮らしがどう変わるのか、意識がどう変

わるのかを探るため、生活者に暮らし方、住まい方に関する様々なアンケート調査を行いました。

６月に行った調査のうち暮らし方については、19年の７月にも同じ設問の調査をしておりました

ので、ビフォア・コロナとアフターコロナでそれを比較しました。最も大きな変化は、関東１都

３県がこれまでは流入超だったのが、流出超へと変わった点です。東京の一極集中がやや弱まり、

一方で、地方の中核都市のへの分散居住が加速する結果が出てきています。これは短期の結果で

はなく、中長期を見据えた質問になっていますので、すぐに変わるわけではありませんが、中長

期的にその方向性が見えているということです。したがって、エネルギー政策においても、コロ

ナによって生じる生活者の行動変容も踏まえた政策が必要と考えております。具体的に３点申し

上げたいと思います。 

 第一に、資料にもございましたが、自立分散型のエネルギーシステムの構築です。分散居住が

進展しますとエネルギー需要も分散いたしますので、需要構造として時間的、地域的な変化が生

じる可能性がございます。この課題に対する一つの解決策として、地域におけるエネルギー源を

地域で活用する「需給一体型のエネルギーシステムの構築」が挙げられます。そのエネルギー源

として再生可能エネルギーを用いることで、「分散化」に加えて「脱炭素化」を進展させられる

ほか、エネルギーの自給率の向上にも資すると考えます。あるいは、既に強靱化法で書かれてお

りましたけれども、災害への対応といったことが進むと思います。 

 第二に、コミュニティーでのエネルギーマネジメントの重要性でございます。今申し上げたよ

うな分散化が進みますと、今度はそれをいかにマネジメントしていくかも重要になります。家庭

では、在宅時間の増加による光熱費の増加を抑えるためのエネルギーマネジメントが重要となり

ます。また、エネルギーを地域で効率的に利用することで、コミュニティー内のレジリエンスを
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高めることも可能となります。 

 第三の視点は、デジタル化の推進です。今申し上げたエネルギーマネジメントを実現するには、

電力取引、需給管理のデジタル化が不可欠です。エネルギーに限った話ではございませんが、社

会全体でデジタルトランスフォーメーションを大幅に進展することが必要だと思います。コロナ

によって生じた人々の暮らしや社会の変革は、従来から指摘されていた社会課題の解決を加速さ

せることにつながる可能性を秘めています。そのために投資を、今日も議論にございましたが、

イノベーションを起こす投資をしっかり行って、それを産業育成や雇用創出につなげていくこと

が重要だと考えます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○柏木委員 

 非常にまとめられて、よくできた資料だと思います。 

 今回の要というのは、一次エネルギー源の選択肢をどう維持するかと。これはナショナルセキ

ュリティーそのものですから、私個人的には選択肢は削らないと。割合はベストミックスで考え

るべきと。ベストミックスのためにはいろんな条件がついていますから、即効性のある省エネを

進めるということはもちろんですけれども、その後、一次エネルギー源のシェアをどういうふう

に考えていくかということは、まず１つ目の問題ですよね。それはもう全ての委員が分かってお

られるように、原子力を維持していくのか減らしていくのか、新設・リプレースまで触れるかと、

ここら辺が１つ目の非常に重要な課題。 

 ２つ目は、それを踏まえて、今回の要は、これ、33 ページ、34 ページ、今後の政策の方向性

というところに私はあると思うんですけれども、需要があって、今までそれに対してどう供給が

それを賄うかという考え方で需給を、需要が上がっていくから供給が上がると、こう考えていた

んですけど、どうも今の地産地消、今、自民党の中に真の地産地消やエネルギーシステムを構築

する議員連盟できてまして、前の長官がお見えになって、分散型というか、地産地消の定義をお

っしゃっていただいた。再生可能エネルギー、デマンドサイド、蓄電池、コジェネ、こういうふ

うに言ったんですね。そういう意味では、間違いなく供給サイドとしても、大規模と分散型の共

存の時代なんですよね。今までは供給というと大規模しかあんまり考えてなかったのが、大規模

と分散型の共存をどうここの中で今回表していくのかと。 

 そうすると、一次エネルギーがあって、電気のように二次エネルギーがあって、水素みたいに

1.5 次エネルギーみたいのがあって、いろんな、熱は最終エネルギーですから、一次エネルギー

の供給にも質があるわけです。そこら辺のことを今度少し中に入れていかないと、ここに書いて

あるように、この 33 ページのところに、需要の高度化という中に、電化・水素等のエネルギー
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転換を含む需要の高度化というのは、もう供給サイドと需要サイドが一緒くたになって書いてあ

るわけですよね。 

 ですから、我々、プロシューマーということもありますから、そういう意味では、今の一次、

二次、それから最終エネルギー、需要、大規模と分散型の共存、いろんなことを考えたときに、

簡単に供給サイドと需要サイドをぽんと分けていいかということをやっぱり考えた上で、論点を

まとめ直していく必要があるんじゃないかと思います。 

 以上です。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 では、次はSkype出席の田辺委員、お願いします。 

○田辺委員 

 田辺でございます。ありがとうございます。３点発言させていただきたいと思います。 

 まず、省エネ政策に関してですけれども、我々はテレワークが非常に進んでいます。大学も前

期は全てウェブ授業になったんですけれども、しかし、意外と便利な点もありまして、パーソル

総合研究所の調査では、４月のテレワーク実施率が、非常事態宣言が出た東京は 49.1％、神奈川

は 42.7％となっています。面白いのは、初めてのテレワーク経験者というのが 69％ぐらいいる

ということです。感染症の前の実施率は５～10％ぐらいなので、急激に普及したことになります。

我々の調査でも、終息後も週２日ぐらいはテレワークしたいという希望が最も多かったです。 

 総務省の家計調査を用いて住環境計画研究所が家庭のエネルギーの影響を既に分析されていま

して、４月分の世帯当たりのエネルギー消費量は、前年と比較して 7.7％増加しています。旭化

成ホームズが行った約 1,000軒の戸建て住宅のＨＥＭＳデータでは、４月の電力消費量は 14.2％

増加、特に若い世代やフルタイム共働き世帯の消費電力量が増加していました。 

 テレワークが進むと、実は省エネ法の網がかかる事業者でのエネルギー消費量が減少しますの

で、対象とならない家庭部門をどういうふうに扱うかということは、考えなければいけないと思

います。省エネ法における捕捉範囲が狭まるとか、企業における従業員のエネルギー消費に対す

る責任の所在が曖昧になる可能性もあるのではないかと思っています。また、ＣＯ２で見ると、

スコープ３、その他の間接排出に該当することになるんですけど、まだ明確な定義はないという

ふうに考えています。 

 ２点目です。今後、冷暖房が必要な季節になると、家計への影響、かなり高まるというふうに

考えます。ＨＥＭＳなどに関する需要も高くなってくると思いますし、エネ庁で行っているよう

なコミュニティーZEH設置などの施策と連動させるとよいというふうに考えています。 
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 さらに、これを都市レベルまでに拡張すると、電気・ガスだけではなくて、通信網、水道網、

交通網のいわゆる５グリッズと言われるインフラデータを、セクターを超えて活用するというこ

とが非常に重要になってくるんではないかと。災害時の安心・安全にもつながります。これは脱

炭素、超分散、デジタル社会を実現するということに非常に重要ではないかと考えます。また、

変動する再エネを活用するためにも、需要構造を柔軟に結びつけるということにつながっていく

と思います。米国では、このところを電力グリッドと結びつけて、エネルギー有効利用を行う建

物、グリッド・インターラクティブ・エフィシェント・ビルディングなどという概念も提案され

ています。 

 ３点目は、グリーンリカバリーです。国連環境計画・金融イニシアチブから、不動産のＥＳＧ

投資と新型コロナウイルス感染症に関するレポートが緊急に公開されています。気候変動だけで

なく、ソーシャルリスクを含むレジリエンスの認識とかウエルネスへの関心が高まるとしていま

して、ＥＳＧ投資がさらに進むんじゃないかというふうに思っています。需要側における省エネ

の取組は、2050年に関しても引き続き重要だと思っていますので、ぜひ徹底的に省エネを行って、

再エネを活用とする順番をきちんと行っていくことが大切ではないかと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 では、次に水本委員、お願いします。 

○水本委員 

 ありがとうございます。 

 新型コロナの影響で、白石分科会長がグローバル化の時代の転換点とおっしゃったとおり、企

業も今回の影響を非常に大きく受けまして、やっぱりサプライチェーンの多様化に加えて、自由

化ですとか標準化、それから内製化というようなことを進めていかなくてはいけない、その中で

デジタル化やＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩ等の活用を進めていくというようなことを、改めて再認識い

たしました。 

 このウィズ・コロナの動きの中で、エネルギーの脱炭素化を新たなチャンスとして進めていく

ためにということで、３つあるんですけれども。 

 １つ目は、まず再エネなんですけれども、再エネというのはやっぱり分散というのに非常に適

していて、これが主力電源化というのを一層加速していけると考えています。海外では大規模利

用というのが可能な地域もございまして、再エネの生産と消費の規模と場所という、そういう議

論をもうしていかなくてはならないかと考えています。 
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 規模に関しては、大規模利用と中小規模利用の地産地消をどのように組み合わせていくのか、

バランスを含めた議論が必要であって、この議論が送配電系統への長期的な投資を考える上でも

重要な問題になると思います。 

 場所ということに関しましては、海外の再エネを国内に導入するということを考えますと、エ

ネルギーのキャリアとしての水素やアンモニアというものを活用していくことになります。それ

から、国産の再エネの利用というのは、エネルギーの自給率向上のためにも必要でありまして、

太陽光や風力発電を、変動性エネルギーの比率が拡大した場合に、慣性力とか調整力の確保とい

うのが重要になってきて、ここで蓄電池ですとか、それからデマンドレスポンスですとか、それ

からバーチャルパワープラントの需要側の調整力の活用とか、あるいは調整力としての火力や原

子力発電所の維持、将来的には大型の水素発電の議論というものをしていくことになると思いま

す。 

 ２番目は、論点にも挙げていただいた原子力なんですけれども、これはＣＯ２を排出しない

(準)国産エネルギーという位置づけで、非常に重要だと思っておりまして、産業界では安全性の

確保を最優先に考え、福島第一原発の廃炉の取組ですとか、それから再稼働に向けたいろんな取

組をしているんですけれども、やはり先行きが不透明なままでは、人材の確保ですとか、それか

ら産業としての維持ということが非常に難しくなるので、今後の議論として、国としてやっぱり

明確に示していただきたいと考えています。 

 ３つ目が技術の社会実装ということで、さきに述べたようなことを当社でもいろいろと福島で

やらせていただいたりして、エネルギーマネジメントシステムの実装というふうなことを進めて

いるんですけれども、そういうことを行っていくのには、やはりイノベーション創出のための支

援というものをしていただかなくてはいけなくて、その辺の議論も含めたエネルギー基本計画に

していただければと思います。 

 以上でございます。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、次に、Skype出席の秋元委員、お願いします。 

○秋元委員 

 秋元です。大きく２点ほどお話しさせていただきたいと思います。 

 １点目は、デジタル化と社会変化ということで話をしたいと思うんですけども、まず一つは、

４ページ目だったかと思いますけども、非常に結果としては現在の省エネの進展はいいというこ

とですけども、恐らく私の理解では、産業の部門では結構減っているけども、業務、家庭ではあ
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まり減っていないと。これはいつもエネルギーミックスとかエネルギー需給見通しを立てると、

大体、業務、家庭はうまく予定のように減らないということだというふうに理解しています。こ

のあたりで、やはりもっとデジタル化を含めた社会変化の可能性を探っていく必要があるのかな

というふうに思っています。 

 関係してでございますけども、先ほどからも話が出ていますように、強靱化法案については非

常に重要な法案だというふうに思っていまして、ＦＩＴの見直しであるとか、レジリエンス強化

等々、重要な中身が多く含まれているというふうに思います。その中で私、着目点としてもう一

つ、電力データの活用というところも中に入れ込まれておりまして、このあたりがうまく活用さ

れ、デジタル化によって社会変化を促していくきっかけとなれば、いいかなというふうに思いま

すので、そのあたりをさらに政策を強化していっていただきたいというふうに思います。 

 全体として見ますと、このコロナ禍におきましてリモートワーク等も進んで、社会変化が起こ

ってくるというふうに思いますので、このあたりの、これまでともするとこのエネルギー基本計

画は供給サイドが中心の計画になりがちでしたけども、もっと需要サイドの社会変革まで含めて、

エネルギーの在り方ということをよく議論していくべきではないかというふうに思います。 

 それが大きな１点目でございます。 

 

 ２点目は、今の話と少し逆の部分もあるんですが、今の世の中、非常にやっぱり不確実性が増

え、そして、その中でデジタル化が進展し、そして、そういう中で分散系のエネルギーの価値が

非常に高まってきていると。デジタル化で統合できる可能性が出てきているので、集中型のこれ

までのシステムから分散系のエネルギーの在り方というものが、だんだん志向されるようになっ

てきているんだと思いますし、それがこの COIVD-19 によってさらに一層加速するんだろうとい

うふうに思います。 

 ただ、一方で、大規模集中型のエネルギー供給システムの重要性というものは、やはり一定程

度、相当大きな程度残るというふうに考えられますので、一方で、そういう中では市場ベースだ

けではなかなかこういう大きな供給システム、リスクが大きい部分に関しては、政府の支援、イ

ンセンティブがなければ、なかなか進まない部分がありますので、そういった投資をしっかり、

長期的な投資、なかなか市場ベースでは評価されにくいような長期的な投資を促すシステムとい

うものを、しっかり考えていく必要があると思います。 

 グリーンリカバリーといったような動きもありますが、基本的にはグリーンリカバリー、賛成

なわけでございますけども、一方で、コロナ以降、製造業の競争が国際的にもますます今、一層

高まってくるというふうに思われますので、エネルギー供給コストをあまり上げ過ぎれば、製造
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業の競争力を失ってしまいますので、やはり３E＋Ｓのバランスを重視しながら、総合的なリス

クマネジメントを行っていくということが非常に重要だというふうに思います。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

○白石分科会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に山口委員、お願いします。 

○山口委員 

 山口です。ありがとうございます。私のほうからも３点ほど申し上げたいと思います。 

 まず、今の時点は、2030年のミックスを達成するという上では、大変重要な時期にあるという

ふうに認識しております。それで、それを踏まえて、エネルギー基本計画を最初に進捗状況、御

説明ありましたけれども、これは決してはかばかしいというふうには言えないと思います。とり

わけエネルギー自給率が 12％にとどまっていると、それからゼロエミッション電源比率も 23％

ということで、なかなか進んでいかない。じゃあ、その要因は何かといいますと、やはり原子力

の割合が僅か６％にとどまっているということ、それから、それに加えまして、原子力の利用と

か技術開発の投資について予見性がないと、そういうことが原因だろうと思います。 

 まず、今の時点で 2030 年の目標であるこの数字、これの目標の達成のためには、このように

見ていきますと、分析しますと、原子力発電所の再稼働、それから、安全投資に対してインセン

ティブが働くような仕組みを設けて、それが安全が確保されたというところにつながっていくよ

うな体制、それから３つ目に、当然リプレースというものが必要になってくるわけで、新規の原

子力発電所の審査を行う体制を構築していくということが急務であると思います。今の審査の体

制、規制基準というものは既設の炉に対するものであると。したがって、2030年あるいはその先

の持続性を見据えれば、そういった審査体制というところも重要な観点であろうかと思います。 

 ２点目ですが、これまでの第四次、第五次エネルギー基本計画から大きく変わった点、事務局

のほうから御説明にありましたように、脱炭素化に対する要求がますます重要になってきたこと、

それから安定した電源に対する、電源の安定供給に対するニーズが高まっていること、それから

インフラの強靱化が求められること、それは御説明あったとおりで、全くそのとおりであるとい

うふうに思います。そういうものを考えていく上で、２つの視点を加えていくべきであろうと考

えます。 

 一つは長期的視点と、もう一つは脆弱性に備える視点ということでございます。サステーナブ

ルな社会を構築するには、短期的な視点だけではどうしても実現できません。エネルギー投資を

促進して、それからエネルギーに係る技術開発を促していくという、そういう政策が必要で、そ
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のためには、数年というオーダーではなくて、ある程度長期の視点でエネルギー基本計画を書い

ていくということが重要であると思います。 

 脆弱性についてなんですが、例えば送配電のネットワークがつながるということは、これは経

済的にも安定供給の面でも大変大きなメリットを生みましたし、それから設備容量も効率的に使

えるようになった。しかし、それは一方で、ネットワークがつながるということは、新たなリス

クをもたらすことにもつながるわけです。それに、ここ数年見てみますと、今のコロナ禍、それ

から東日本大震災ですとか、リーマン・ショックですとか、地球温暖化に対する様々な要求です

とか、大体 10 年に１回はこういった見方を見直していくようなことが起きています。そういう

意味では、脆弱性に備えていくという視点、これが重要であると考えます。 

 ３点目なんですが、エネルギー政策のエビデンスに基づいてやると、そういう点です。2017年

のエネルギー基本計画では、科学的レビューメカニズムというものが言われまして、最新の技術

動向と情勢を定期的に把握して、各選択肢の開発目標とか、相対的な重点度合いを柔軟に修正・

決定するとされています。それをタイムリーに行っていくということは大変重要で、そのために

は、今、いろいろなシナリオの検討ですとか、それも含めまして、速やかに科学的レビューメカ

ニズムの検討を立ち上げるべきだと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、次に松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○白石分科会長 

 はい、大丈夫です。 

○松村委員 

 申し上げます。 

 まず、１点目。コロナに関連して、当面、大きな変化があったということと、構造変化につい

ても言及していただきました。どちらももっともだと思います。いろんな方がいろんな形で構造

変化のことを発言すると思いますし、そもそも基本計画の性格からしても、この当面の変化より

も構造変化のほうがはるかに重要なので、これを注視していくという整理だと思います。文字ど

おり注視していただきたい。 

 コロナに関しては、直後に、エネルギーに限らずいろんなものに関して、予想だとか推計だと
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か、あるいは対策だとかということを多くの人が発言したのですが、世界的に権威のある機関が

出したものですら、すぐに変更されたもの、あるいは現実に全く合わなかったものも山のように

あったことは、ぜひ思い出していただきたい。つまり、構造変化に関して、今の時点で多くの発

言や意見は出てくると思いますが、もっともなものとして生き残るものはごく少数だと思います。

だから構造変化を注視し、精査した上で、基本計画などに反映していただきたい。今出ている僅

かなデータを使って、都合のいいところだけ取り出して、都合のいい政策に導いた結果、後年多

大な国民負担になることのないように注視することが必要だと思います。 

 原油にしても電力にしても、価格の乱高下という点が何度も出てきました。これに関しては、

需要の価格弾力性が非常に低い市場では、少し需要が減っただけで大きく価格が下がる。それは

逆もそうですが、そういうことがごく自然に起こる市場です。これに関して次の点はちゃんと考

えていただきたい。 

 短期的なショックと構造変化をごっちゃにしないでいただきたい。今現在、電力の価格が下が

っているのをまるで構造変化の結果のように捉えるのは、本当に正しいかどうか、注視しなけれ

ばいけないことだと思います。 

 さらに、需要の価格弾力性は、一般的にいえば、短期よりも長期のほうが大きいので、需要が

仮に大きく変化するとしても、その影響に関しては、短期と長期で大きく異なるということを考

えた上で、当面出てきているデータだけで長期計画に安易に反映させるのでなく、きちんと精査

することは必要だと思います。 

 次に、基本計画でもそうですが、この後、恐らく様々なものに関して、支援だとか推進だとか

という言葉が出てきます。それは電化、水素あるいは分散電源というようなこと、それぞれもっ

ともだと思います。ただ、この場合には、支援だとか推進が何を意味しているのかとは明らかに

していく、どういう理由でそうなのかということは明らかにしていく必要があると思います。今

まで不利になっていたものを中立化していく、フェアに競争できるようにしていくということな

のか、それを超えてさらに推進しなければいけないのか。もし後者だとすれば、それはどのよう

な理由なのかということを、きちんと明らかにしてからでないと、国民の貴重な税金を使うこと

は簡単には正当化できないと思います。安易に総花的に支援をばらまくのでなく、本当に意味の

あるお金を使うことを、我々は十分考えなければいけないと思います。 

 以上です。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 次に村上委員、お願いします。 
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○村上委員 

 どうもありがとうございます。私からは５点申し上げたいと思います。 

 １点目は山口委員の御意見とも重なるところですが、2050年の長期目標の見直し、それから、

それを達成するためのシナリオや政策手段について早急に具体的に議論することを提案したいと

思います。現在の長期戦略をより具体化・明確化することで先ほどから出ている長期的な投資で

や、制度設計などが進み大胆な変革を可能にしていくことができると思うからです。目標はＩＰ

ＣＣの警鐘を踏まえて日本でも 2050 年ゼロエミッションを視野に検討すべきと考えます。そし

て、次期エネルギー基本計画は 2050年の長期目標からバックキャストして 2030年目標とエネル

ギーミックスそのものの見直しも行うべきではないかと思います。そして、できればその結果を

踏まえた NDCの改定をＣＯＰ26に間に合わせてほしいなというふうに思います。その中で原子力

についても様々な国民的議論がされることを期待しています。 

 そして、私が最も申し上げたいのは、その議論のプロセスに国民参加型の議論の仕組みを組み

込むこと、また、その委員会などには若者の参画を保障することです。日本でも多くの若者たち

が脱炭素社会に向けた活動を活発化させておりまして、提言や意見書なども作成しています。10

年後や 30 年後の社会の中核を担う彼らがこの長期の未来を議論する場に当事者として参加する

ということは当然の権利ではないかなと考えます。 

 なお、フランスやイギリスでは、つい先日、無作為抽出の国民からなる気候市民会議が開催さ

れておりまして、数か月間に及ぶ討議の結果を集約した政策提言が政府・議会に提出されました。

脱炭素への転換は、様々な分野で痛みを伴うものにもなると思いますが、この市民会議はそうし

た側面をも市民が学んで議論して覚悟を決めるプロセスでもあり、政策策定だけではなくてライ

フスタイルの転換や産業転換への理解醸成にも効果があるのではないかなと考えます。 

 あと、３点ほど短くコメントしたいと思います。 

 33、34ページの論点ですが、需要の高度化について電化へのシフトを促すことに賛同します。

これは炭素税や排出権取引の導入も踏まえてエネルギー全体を見渡した経済的インセンティブの

再構築が必要だと思っています。２点目は、同じく需要の高度化の導入にも書かれておりますけ

れども、家庭の省エネがなかなか進んでいないということがございましたが、建物の省エネ強化

の支援はグリーンリカバリーにも資する政策だと思いますので、これに力を入れてはどうかと思

います。 

 最後に１点、原子力への言及がたくさんございましたけれども、ここにも３点ほどその施策が

書かれておりますが、これらを進めるためには国民の信頼回復と、それから、国民的な議論・合

意がなされることが不可欠だと私は考えております。そのあたり、先生方はどう考えているのか
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伺えればありがたいです。日本原子力文化財団が毎年行っている世論調査では 2019 年度の結果

も出ておりますが、その数値はなかなか改善していないというのが現状です。ここにしっかり取

り組む必要があると思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、次に山内委員、お願いします。 

○山内委員 

 よろしいでしょうか。 

 幾つかあるんですけれども、簡単に申し上げたいと思います。先ほどもこれからのトレンドで

次期のエネ基に向けていろいろ議論が始まるということだったと思うんですけれども、１つはこ

のエネ基の議論というのは何年かおきにぽっぽっとあるんですけれども、世の中が変化していっ

て、その中の長期トレンドで見なきゃいけないという意味では、常に何か議論するような場とい

うか、そういうような体制というのが必要ではないかなというふうに考えています。特に次のエ

ネ基については、全体のエネ基の 2050 年をいって、今も御発言ありましたけれども、2050 年を

どうするんだということになると、結構大きな長いトレンドみたいなものを議論しなきゃいけな

いので、そういったことの議論をする場が必要ではないかというふうに思っています。 

 それから、そうだとすると、今大きなトレンドとしては脱炭素化ということが１つと、それか

ら、もう一つは後で申し上げますけれども、日本自体の社会構造変化みたいなのが起こるという

ことがあると思います。この脱炭素の話はどの点にもたくさん出てきていますので、簡単に触れ

たいと思うんですけれども、私の見方ですると、要するに前回のエネ基で再エネの主力電源化を

言ったわけですけれども、それが本当に実態として出てくるのが恐らく 30 年、その前後なのか

なと思いますけれども、それに実態を持たせるために何をするかというのが非常に重要な今分岐

点にあるということだと思います。 

 今回の強靱化法でもそれを含めていろいろな措置を取っているわけですけれども、一つインフ

ラのネットワークをきちっと整備していく、その仕組みをつくらなきゃいけない、レベニューキ

ャップというのも今度は入れるわけですけれども、その中でインセンティブを含めて制度をきち

っとしなきゃいけないというのが一方でありますし、もう一方ではさっきも御議論ありましたけ

れども、発電投資をきちっとしなきゃいけない、このシステムをつくらなきゃいけないというこ

とだと思います。 

 再エネについて言うと、ＦＩＴから始まって今度はＦＩＰになりますし、それから、一部分的



 32 

には入札制というのを入れつつ、マーケットとの融合というのを図ってきているわけですけれど

も、まだまだなかなか難しいところがあると。コストの問題もありますし、これを進めること、

これはまさに主力電源化の第一歩ですので、それをマーケットと、それから、投資をうまく両立

させる、この仕組みをつくらなきゃいけないかというふうに思っています。 

 それから、さっき２つ目で申し上げた社会構造変化というのがございますけれども、今回のあ

れでもあまり出てこないんですけれども、日本の国全体の社会構造変化を起こすと。少子高齢化

というのはもちろんですけれども、特に地域の人口減少とか過疎化とかという問題が起きてくる、

こういったところでどういうふうにインフラとしてエネルギーの供給を確保していくかというこ

とを考えておかなきゃいけないということです。 

 地域電源というのがありまして、地産地消の電源、それが一つそれに当たるのかなというふう

に思いますけれども、何人かの方がおっしゃっているように分散型のネットワークだけでは駄目

で、やはり集中型、それから、全国レベルのネットワーク、この中でそれを考えなきゃいけない、

そういったことも少し取り入れていただければなというふうに思っています。 

 私からは以上でございます。 

○白石分科会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、増田委員、お願いします。 

○増田委員 

 増田でございます。ありがとうございます。 

 私は次期エネ基に向けてやはり原子力の議論というのは真正面から議論していく必要があるの

ではないかと。先ほど来出ておりますけれども、リプレースもそうですし、それからあと、先日

規制委員会のほうで六ヶ所村の再処理工場の審査が合格ということになりました。となると、余

剰プルトニウムの議論も当然出てきているわけで、さらには核燃サイクルのようなことまでいろ

いろ議論は及ぶかもしれませんが、こうしたことについてきちんと腹を据えて、腰を据えて真正

面からやっぱり議論していくということが必要であると。 

 私は今日の資料にも出ていますが、原子力イノベーションという文脈の中で革新的技術開発、

ＳＭＲですね、小型モジュール炉、こういうものの可能性を追求していくということも不可欠だ

ろうと。非常に期待している分野でありますが、そんなふうに思います。 

 それから、あと１点、アフターコロナの関係なんですが、これから居住地選択の多様化が進展

していくだろうというふうに思います。したがいまして、分散型、自己完結型のエネルギー需給

構造というものをつくっていく必要があると思いますので、ここは先ほど柏木先生もおっしゃっ
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ておられましたけれども、これまでの大規模型、集中立地型と、それから、小規模分散型の共存、

それから、両立ということを実現するのがこれからの方向だろうというふうに思います。 

 それから、アフターコロナの関係でもう一つだけ、この資料にも書いてありますが、やはりエ

ネルギーや電力の安定供給ということから見ると、どうしてもリスク回避による民間の投資低迷

ということが大変心配されます。したがいまして、やはり民間投資が高まるような環境整備、こ

のあたりは国のほうで旗振りをしていただいて、やはり基本は民間投資によって安定供給の構造

をつくっていくということだと思いますので、このあたりの点も次期エネ基に向けて十分頭に入

れておく必要があるだろうと思います。 

 以上でございます。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 まだあと少し時間がございます。どなたか、現にここに物理的におられる方はネームプレート

を立てていただければいいです。それから、Skype 参加の方はチャット機能でその旨教えていた

だければと思いますが、いかがでしょうか。 

 特にございませんか。ないようでしたら、先ほど伊藤委員のほうから質問がございましたし、

この機会にまとめて事務局のほうからお願いします。 

○村瀬電気・ガス事業部長 

 電力・ガス事業部長でございます。 

 幾つか御質問というか御指摘をいただきましたところをお答え申し上げたいと思います。時間

的には大丈夫ですか。 

 それでは、ちょっと幾つかいただいた話について受け止めを一言申し上げさせていただきたい

と思います。 

 原子力について多くの御指摘をいただきました。脱炭素社会実現に向けた重要な戦略であると

いった御指摘をいただきました。まずは再稼働をしっかり進めて、2030年ミックスをしっかり実

現していくということ、それから、ポストコロナの文脈でもサプライチェーンを確保するという

中で（準）国産エネルギーとしての重要性についての高まりというのもあると思います。安全性

確保を前提として、将来に向けて活用の在り方、御指摘いただきましたとおり様々な課題がござ

いますけれども、正面から取り組んでしっかり議論していくということで進めさせていただきた

いというふうに思います。 

 その上でまた何人からか御指摘をいただきましたけれども、国民や地域からの信頼の回復がや

はりこれは大前提になるんだという御指摘をいただきました。科学的なデータ、それから、正確
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な情報、エビデンスという話もいただきました。そういった情報をオープンな場で、まさに国民

的議論をしていただくような形で若者も含めてという御指摘もいただきました。あらゆる方にオ

ープンな形で議論を進めていくという中で、信頼を回復するという中で利用の議論をしていくと

いうのは必要だという御指摘をいただいたと思いますので、そういった姿勢で取り組んでいきた

いというふうに思って聞いておりました。 

 また、関西電力の件についても知事から御指摘をいただきました。国民からの信頼を回復され

るように不断の取組を政府としても求めているところでございますけれども、引き続きしっかり

指導・監督を適切に行ってまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、信頼回復の中でフロントの原子力事業だけでなくて、サイクル、それから、バックエン

ドの事業、それから、課題についてしっかりと取り組んでいる姿を見せないとなかなかこれは信

頼回復につながらないという御指摘もいただいたと思います。六ヶ所の再処理工場の竣工、それ

から、プルトニウムバランスといったような論点も御指摘いただきました。こういったことにつ

いてしっかりとその姿を示していくということの中で信頼を得ながら議論を進めていくというこ

とが重要だというふうにお伺いをいたしました。 

 また、様々な環境変化の中で厳しい状況に置かれている立地地域に対する地域振興を含めた取

組というものがやはり重要だという御指摘もいただいております。地域の方々の声にしっかり耳

を傾けて、しっかりとした地域振興の取組をさらに進めていくということが重要であろうという

ふうに聞いた次第であります。 

 また、安全性、それから、廃炉という観点からも技術の維持・強化、これがやはり重要である、

それから、将来原子力を担っていく人材基盤をどう維持、それから、強化していくのか、この点

が重要だという御指摘もいただいたかと思います。 

 それから、安全性向上という観点からのイノベーション、新型炉の追求といったようなことも

しっかり進めていくべきではないかという御指摘もいただきました。こういった点も踏まえて、

さらに我々としても検討を深めていきたいというふうに思ってございます。 

 個別の電源については、石炭についても御指摘をいただいたところでございます。現在、電源

比率の中で石炭は 32％利用しているわけでございますけれども、さらに建設中のものも含めます

と、相当程度新設も進んでいくわけでございます。そういった中でエネルギーミックスで示して

いる 2030 年、26％の実現に向けてしっかりと取組を進めていくということが大事であろうとい

うふうに考えました。 

 それから、ＬＮＧでございますけれども、御指摘いただきました再エネを大量導入するという

中で調整力を確保するという観点からの重要性、それから、将来的には水素社会の中での位置づ
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けですとか、そのガスインフラの利用の在り方ということも含めて検討を深めていくことが重要

だというふうに考えます。 

 それから、個別の電源ではなくて全体論として幾つか御指摘をいただきました。まず投資不足

の問題でございます。今回のエネルギー強靱化法もこうした課題に対応するためにこの法律を提

出させていただいたということではございますけれども、まだまだ諸外国の例を見ましても、自

由化にかじを切る中で先ほど御指摘もあったとおり、この担い手が民間企業の方々であられると

いう中で、やはり投資の予見性が確保されないとしっかりとした将来への投資を確保するという

観点からは不十分であるという御指摘もいただいているところでございます。やはり投資の予見

性を高め、しっかりと必要な投資が確保されるための事業環境が必要だという御指摘をいただい

たと思いますので、こうした点からの検討もしっかり深めていかせていただければというふうに

考えてございます。 

 また、特に市場ベースだけではなかなか長期の投資については、その確保というのがままなら

ない面があるんじゃないかという御指摘もいただきました。こうした短期・中期のみならず長期

の投資の確保の在り方、それを促す仕組みの検討が必要だという御指摘をいただきましたので、

そういった点についてもしっかりと検討を深めさせていただきたいというふうに思います。 

 また、送電と配電についての御指摘もいただきました。やはり大規模電源をしっかりと確保し

た上で、それを広域活用する中で安定供給を確保していくことの重要性、一方で分散型、ローカ

ル、需要サイドレベルでの次世代化といったことの中で新しいエネルギーシステムをつくってい

くことが必要である、そして、様々な方々が共存、その両者の共存ですとか両立、さらには統合

といったことの重要性の御指摘をいただいたと思います。それを実現するデジタル技術が進展を 

しているという中で、分散型の中では電化も含めた需要サイドの革新を進めていくためにどうし

たらいいかということの検討を深めさせていただきたいと思いますし、データの活用ということ

で、需要サイドの次世代化の中で重要なキーファクターとなっている、これをしっかり進めるべ

きだという御指摘もいただいたかと思います。こういった視点も踏まえてさらに検討を深めさせ

ていただきたいと思います。 

 それから、広域的な電源の活用、それから、系統の運用という点においては、やはりポストコ

ロナの中でも安定供給を確保するという観点から大規模電源がしっかりとバックアップ的に複数

存在し、広域的に存在していくことの重要性、それから、それを需要地までつなげること、遠く

の大規模再エネが需要につながるための必要な投資がしっかり確保されることの重要性を御指摘

いただいたかと思います。こうしたことはなかなか市場だけに任せていて、今の仕組みだけの中

で本当に確保されるのかという御指摘もいただいたかと思いますので、こういった点をこの場で
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の御議論、それから、様々な形での御指導を賜りながら検討を深めさせていただきたいというよ

うにお伺いをした次第でございます。 

 ちょっと全部をフォローできていないかもしれませんけれども、ちょっと再エネとかほかの論

点。 

○松山省エネルギー・新エネルギー部長 

 省エネ・新エネ部長でございます。 

 非常に多数、多角的に御指摘を頂戴しまして、大変御示唆いただいているのを踏まえて対応し

ていきたいと思います。エネルギーの技術の進展、ＩＴを含めた各種技術の進展というものと国

際情勢及び世界の中の動きというものをよく見据えて、そして、私どもの社会、暮らしというも

のがどう変容していくかということ、移り行く構造的な動きを見据えていったときにエネルギー

政策を特にその中での新エネルギーというもの及びエネルギーの利用というものをどう仕組みと

して誘導していけるか、見据えていけるかという非常に大きな御指摘を頂戴したと大きくは受け

止めてございます。 

 その中で供給サイドで言いますと、やはり再エネというのが軸に、私どもでいうと、受けるわ

けでございますが、特に分散型という特徴、小規模にいろんなところにあるということの特性を

生かした形に、今までは導入ということに力点を置かれたものがある意味いろんなところに存在

するという時代になったときの地産地消と申しますか、地域との一体化と申しますか、需給一体

化と申しますか、それに即応した形での市場の在り方もしくはシステムの在り方、こういったも

のをインフラを含めて形成していかなきゃいけないと。今回エネルギーの強靱化法、法律とさせ

ていただきましたけれども、その次の手をまた未来を見据えて考えていかなきゃいけないなとい

うふうに思いながら御指摘を頂戴してお聞きしていたところでございます。 

 もう一つ、エネルギーの利用のところで申し上げますと、やはり暮らしが相当変わっていく、

社会が相当変わっていくだろうと。ちょっと予測し切れるかどうか分からないといった中で、や

はり世の中の動きをしっかり受け止めて、我々の今の仕組み、省エネ法ですとかそういったもの

も不断の見直しをして、次なるリーチができるような仕組みに変えていかなきゃいけないという

ふうな御指摘なのかなと受け止めてございます。 

 エネルギーの利用という意味で言いますと、省エネルギー、エネルギーを省力化するんだとい

うことのみならず、非化石エネルギーを使うだ、レジリエンスを強化するんだと様々なものがあ

るわけでございますので、こういったことも御指摘をしっかり踏まえて検討していきたいと思い

ます。 

 最後に１点、水素の話もたくさん御指摘を頂戴しました。非常に多くの先生方の御指摘として
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踏まえていきたいと思います。まだまだ足りないところはたくさんありますし、これを具体化す

るための策ということは考えなきゃいけないところだと思います。長期のロードマップといいま

すか、計画もしっかり示していきながら、そのための措置をどうしていくのかということをこれ

から検討していかなければならないなというふうにしっかり受け止めて対応していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○南資源・燃料部長 

 資源エネルギー庁資源・燃料部長、南でございます。 

 私たちもまさに今、先生方からいただいたことと同じようなことを随分考えておりまして、ま

ずレアメタルを含めた金属、それから、もちろん石油天然ガスを中心にした化石燃料、それから、

そういった炭化水素の脱炭素化の３つを柱として考えてきております。 

 １つ目、これは橘川先生から最初に御意見いただいたので、メタルのところから話しますと、

これから脱炭素化、デジタル化社会、そういった中でレアメタルは重要になるということで、今

日朝、隅分科会長の下で新しい備蓄の話を議論いただいたんですが、まだまだレアメタル、レア

アースについて言いますと、特定の国に随分偏っているということで、先ほど橘川先生からもあ

りましたが、やはりこの問題というのは備蓄にメリハリをつけていく、それから、ＪＯＧＭＥＣ

の多角化を進めていくということだけではまだまだ足りないだろうということで、今日の資料に

もありますが、国際的な協力、これを進めていきたいと考えておりまして、この分野の安定がな

いと中々、脱炭素化社会というのも安定しないんじゃないかと考えておりまして、ここをしっか

りやっていきたいというふうに思っております。 

 それから、石油・ガスの炭化水素の部分ですが、これは先ほどからも出ておりますようにコロ

ナによって炭化水素の需要について構造的な変化が出るということだと、また、これから長期的

に見た炭化水素の価格などコストなどにも跳ね返ってくることでありまして、引き続き我が国の

一次エネルギーの９割近くを占めている炭化水素の構造的な需給はどう変わっていくのかという

ところは、これはしっかり見なくちゃいけないと考えておりまして、ここは非常に重要な話だな

と思っております。 

 また、炭化水素については、短期的にこれは先ほどから出ていますように国際的にも投資不足

になるということは、これは間違いないということで、しかしながら、基本的にエネルギーの需

給のギャップというのはシクリカルなものがあるものですから、そういう意味でいうと、ここ何

年かはやはりＪＯＧＭＥＣを中心としたパブリックな資金をしっかり出して下支えしていくとい

うことが大事なのかなと思っているところであります。 
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 それから、最後に化石燃料の脱炭素化のところですが、こちらについても、こちらは非常にあ

る種長期的にしっかり取り組んでいく課題だと考えておりますが、発電所の高効率化や混焼から

始めて、最終的にはＣＣＵＳ、カーボンリサイクルというところでしっかり受けていくという必

要があると考えておりまして、これは研究開発、さらにはその実用化、さらには国際的な連携と

いったところで進めていきたいと思っております。 

 それから、伊藤委員からの諸外国の脱炭素化、特に石炭火力についての協力ですが、これは、

我が国としては我が国の立派な技術を生かして途上国の脱炭素化をしっかり支えていく、支援し

ていくというのが基本的な考え方でありまして、石炭火力についても非常に我が国の高い技術を

持った部分を生かして途上国の脱炭素化に貢献していくということでやっておりまして、アピー

ルが十分かというところもありまして、これはしっかりアピールもしていきたいと考えていると

ころでございます。 

 以上であります。 

○白石分科会長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、先ほど伊藤委員の質問についてちょっと田中さん。 

○田中資源エネルギー庁参事 

 ありがとうございます。 

 伊藤委員の御質問については今部長からもありましたけれども、あと、ほかにも多様な意見の

酌み取りというところが村上委員からもございました。幅広い層からの御意見を次回の議論の中

でどう取り込んでいくかというところについては、事務局としても検討を進めていきたいと思い

ます。 

 それから、山口委員からエビデンスベースできちんと議論をすべきであるという御指摘もござ

いました。これはミックスの議論というものも次期の中においてはなされていくということにな

ろうかと思いますが、その際にはそういったきちんとデータをお示ししながら議論を進めていた

だくというふうに取り組みたいと思います。 

 いずれにしましても、今後の議論の進め方については白石分科会長と御相談を進めながら、ま

た御相談をさせていただければと思います。 

 私からは以上です。 

○髙橋資源エネルギー庁長官 

 すみません、資源エネルギー庁長官の髙橋でございます。 

 先生方、大変ありがとうございます。今各部長からお話しさせていただきましたが、今日は私
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お話を伺いまして、もとよりエネルギーの需要と供給は長期的な視野に立って、明日すぐにぽろ

っと変わるわけではない、変えられるわけではないんですけれども、そういう長期的な視野が必

要と同時に、今日の先生方のお話を伺いますと、国際的な環境、それから、技術テクノロジーの

面、それから、日本の国内における状況の変化のスピードと振れ幅が物すごく大きくなっている

ということで、そういった中で新しいエネルギー政策の大きな組み直しの時期にも来ているのか

なと、そういう印象を受けました。 

 今後引き続き先生方の御意見、御指導を賜りながらエネルギー政策を前に進めてまいりたいと

思いますので、引き続き御指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

３．閉会 

 

○白石分科会長 

 今日は長時間にわたって非常に重要ないろんな論点を出していただきまして、本当にありがと

うございます。私にとっても非常に勉強になりました。 

 国内的に見ても国際的に見ても非常に大きなトレンドが今回の危機であるいは加速化し、ある

いはその変化自身が少し構造的に変わりつつある、そういう中でエネルギー政策の在り方もそれ

に応じた検討をやっぱりやっていかなきゃいけないと。それから、省エネ、再エネ、資源燃料な

どそれぞれの分野における３Ｅ＋Ｓのさらなる強化をやっていかなきゃいけない。それから、特

に私、今日皆さんのお話を聞いておりまして痛感しましたのは、やっぱりこれだけ不確実性が上

がってまいりますと、それに対してどう対処するのかというのは、やっぱりこれも本当に焦眉の

課題だろうというふうに痛感いたしました。こういう議論を踏まえて、これからそれぞれの政策

分野における具体策の検討については、関係する小委員会で議論をお願いしたいと思います。 

 今日は本当に長い間、ありがとうございました。 

－了－ 

 

 


